
所管部署

（連絡先）
令和５年11月実施

この定期モニタリングでは、以下の表の評価項目・視点により確認を行いました。

⑴
市民ニーズの把握・

対応状況

⑵ 経済性

⑶ サービス水準

⑷ リスクマネジメント

名　称
社会福祉法人　わらしべ会

(JVの場合はグループ名)

所在地(JVの場合は代表団

体の所在地)
枚方市長尾荒阪２丁目３５４５

施設の概要等

所在地 枚方市王仁公園２番２号

主な業務内容

①施設運営業務及び利用者支援業務　②総合マネジメント業務　③建

築設備等保守管理業務　④設備運転監視業務　⑤清掃及び衛生管

理業務（①清掃業務②衛生管理業務③感染症対策業務）　⑥保安

警備業務　⑦その他必要な管理運営業務（①日報及び月報の作成、

事業年度ごとの事業報告書の作成及び提出、②モニタリング等の実施③

災害対応等）

設置目的
障害者の自立及び社会参加を支援し、その福祉の増進を図るた

め、枚方市立障害者社会就労センターを設置する。

指定管理期間
令和５年4月１日から令和10年３月31日

（2023年４月１日から2028年３月31日）

２　業務の継続性・安定性
指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認し

ます。

１　業務の履行状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項
アンケート調査等の実施により、市民（利用者）のニーズを把握し、その

結果を踏まえて改善を行います。

施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）
料金収入や委託料等の収支状況について、当初の収支計画と乖離がな

いか、適正な内容となっているかについて確認します。

指定管理者

令和5年度　 定期モニタリング評価表（中間）

施設名 枚方市立障害者社会就労センター
障害企画課

（072‐841‐1152）

評価項目 評価の視点

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項
指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認し

ます。

改善指示等への対応状況
緊急事態発生時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体

制・対応方法について確認します。

公表用
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▍１　業務の履行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

5

4

3

2

1

評価 評価 評価理由

4 4

今年度上半期において、新型コロナウィルス

の影響も収まり、近隣の支援学校の見学

実習受入、引馬事業、アダプトプログラム

花いっぱい運動等を行うことにより地域との

交流の促進がより図られた。また共同受

注・優先調達に積極的に参加することによ

り地域の事業所との連携を深めていった。

4 4

職員間の連携を強化したり、他の事業所

での活動など利用者の職域の拡大を図り、

可能性を広げることにより、職員および利用

者間の交流や本人の意識向上に繋がって

いる。

4 4

運営計画に基づきながら、積極的にあらゆ

る作業に関わり、適切に事業を追行されて

いる。

4 3

事業所内での話し合いで接遇向上に努め

ており、アンケート結果についてもニーズに

あった見直しを検討されている。

4 3

新型コロナウィルスの対応など適宜、最新

版の各種マニュアルを作成している。また、

BCP（業務継続計画）について現在作

成中である。

4 3

防犯カメラを設置し、今後もより多くの地域

の方が安全に来園できるよう努めている。地

域に開かれた事業所として運営されている

おり、今年度よりコロナ以前の門の開放を

行ったことにより、防犯意識の向上がより求

められる。

セルフモニタリング及び利用者等に対するアンケートの実施について提案されている（確認事項16）

利用者が安全に利用できるよう施設内で発生するトラブルへの対応方法等について提案されている（確認事項14）

・各種マニュアルを整備し迅速に対応できるように準備を行う。

事故や防災等に関するトラブルは勿論のこと

悪天候時や感染症・無断外出時などのマ

ニュアル整備・見直しに努めている。又、利

用者間や通勤帰宅途中等のトラブルに等に

備えて、職員間は勿論のこと、家族や関係

機関とも情報を共有している。事故や防災・

感染症等については、法人全体として、定

期的に管理者会議等を行い、最新の情報

に基づいた対応ができるよう努力している。

又、次年度から義務付けされるBCP（業務

継続計画）については研修受講や情報収

集を進め、整備を進めている最中である。

利用者等の安全・秩序維持のための適切な対応方法について提案されている（確認事項15）

・防犯カメラの設置等の対応を行う。

数年前から事業所に防犯カメラの設置を

行っている。公園内にあり、馬や喫茶等の事

業を行っていることから、地域に開かれた事

業所ということもあり、人の出入りを制限する

ようなことはできず、対応が難しい部分も否

めない。昨年度までは、新型コロナウイルスの

感染対策として、裏門の施錠・正門の開錠

時間の縮小等、人の出入りを制限していた

が、４月からコロナ以前の門の開放を行って

いる。

関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った運営計画が提案されている（確認事項12）

・関係法令及び市条例等を遵守し、本会が定めた基本方針に基づき支援を行

う。

運営計画を基に、請負・温室・馬・清掃作

業の他、外部に出ての公園や高校の清掃・

除草作業等、働くことを意識しながら、積極

的に色々な作業を行っている。エル・チャレン

ジや地元企業・地元のプロジェクトから新た

な作業も受注した。

利用者に対する接遇対応向上について提案されている（確認事項13）

・アンケート及び法人内のサービス向上委員会等を通じ、接遇向上に努める。

定期的に事業所で、利用者に対する接遇

について話し合い、接遇向上に努めている。

アンケート内容も適宣見直しを行い、ニーズ

に対応できるように積極的に工夫を重ねてい

る。

施設の設置目的等を踏まえた現状認識及び今後の方向性が明確に提案されている（確認事項９）

・障害福祉分野は勿論のこと、枚方市立王仁公園というロケーションや地域に根

差した取り組みにも積極的に力を入れて、地域になくてはならない存在であり続け

られるように活動していく。

新型コロナウイルスが５類となり、前年度よ

り、支援学校の見学実習をはじめ、事業所

に訪問する来客頻度が増えた。

関係機関と協力連携し、公園敷地内での

引馬を行えた。アダプトプログラム花いっぱい

運動を通して、関係機関や高齢者施設との

交流が持てた。枚方市自立支援協議会就

労部会の共同受注・優先調達ワーキング

チームとして、優先調達案件に対応する。新

たな案件（クラフトビール原料ホップ栽培作

業・ポスティング等）を市内事業所と協力連

携し、市の就労継続事業所の工賃・賃金

向上に貢献できたのではないかと思われる。

②施設運営に関する計画

施設の利用の向上に関する計画が提案されている（確認事項11）

・施設の役割を職員一人ひとりが十分に認識し、チームワークを発揮して、各年度

実践計画を立て、利用者・職員共に一丸となり目標実現に努める。
利用者・職員共に働く場の位置づけを共有

し、自身の役割だけではなく他の作業部署と

も協力連携して日々目標実現の為に取り

組んでいる。利用者の職域拡大も順調で、

1人の利用者が携わる部署・工程が前年度

に比べ、更に増えたと思われる。利用者の他

事業所（移行）での実習の機会もコロナが

５類に移行してから活発になったと思われ

る。

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

【施設の経営方針に関する事項】

①施設の現状に対する考え方及び将来展望

評価ポイントごとの評価基準

計画以上に独自の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を行っている。

計画以上の良好な管理運営を行っている。

計画どおりの適正な管理運営を行っている。

一部計画どおりにできていない、又は改善が必要であるが、概ね適切な管理運営を行っている。

全く計画どおりにできていない、又は一部不適切な管理運営が行われている。
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3 3

前年度のアンケート結果に基づき、次回の

アンケートの内容を見直しの検討を行い、よ

り細かなニーズに対応できるように努められ

ている。

4 4

上半期において、法人人権研修会、虐待

防止・身体拘束適正化委員会が実施さ

れ、人権についての学習の機会が設けられ

た。

3 3

定期的に消防点検・電気設備点検・ガス

点検・警備システムを外部委託し、施設管

理は適正に行われている。

4 3

毎年各種点検が行われ適宜市に報告され

ており、安全で快適な環境の提供が担保さ

れている。　自然災害を未然に防ぐため、

敷地内の植栽や高木の剪定をされた。

4 3
施錠管理できる保管庫の使用等、文書の

管理・保存を適切に行っている。

4 3 法令上必要な人員配置がされている。

4 3 業務委託により適切な処理がされている。

4 3 備品管理は適正に行われている。

4 3

日頃から節電、節水に努め、エネルギー使

用量の推移を常に注視している。作業時に

出る廃棄物の再利用を施設内及び地域

農家において意欲的に環境活動を行ってい

る。

・枚方市責任者と連携し、適切な管理に努める。

備品管理台帳を作成し、保管場所等をは

じめ適切な管理に努めている。又、保管場

所等の整理を行い、どこに何があるのかわか

りやすくしている。

環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、省エネルギー等具体的に提案されている（確認事項24）

・環境保全・温暖化防止に配慮して省エネルギー化に配慮した取り組みを行って

いる。また、当法人においても「牛乳パック」「空き缶」等のリサイクル活用を行い環

境保全に対して貢献できるよう努める。

事業所内外の清掃は基より、環境整備に

努めている。水道の蛇口の調整や不要な点

灯を避ける・エアコンの調整等、省エネに努

めている。馬から出る馬糞も、地域農家や

近隣住民に渡り、秋には馬の寝藁として還っ

てくるといった循環型モデルとして機能してい

る。法人全体でも牛乳パックを利用した紙

漉きや空き缶リサイクル等の作業を行ってお

り、環境保全に貢献している。平成30年度

より開始したウサギのエサの袋詰め作業で出

る廃棄分は馬の飼料として再利用し、事業

所としての経費削減兼環境保全に努めてい

る。

障害者虐待を未然に防止する取り組みについて提案されている（確認事項25）

・障がい者総合支援法の人員配置要件に基づいた適切な人員配置を行う。

法令上必要な配置基準を大幅に上回る職

員数を確保し、手厚い支援は勿論のこと、

様々な事業を展開・実施できるように努めて

いる。又、異動や退職に伴う職員減にも速

やかな人員確保・補充に務め、利用者に不

利益を被らないようにしている。

施設内で生じた廃棄物の適切な一時保管、搬出、処理の提案がされている（確認事項22）

・各種ゴミ（産業廃棄物）については、処理業者と業者委託契約をかわし、適

切な処理を行う。

各種ゴミ（産業廃棄物）については、毎年

度、処理業者と業務委託契約をかわし、適

切な処理を行っている。粗大ゴミについては

法人全体で対応している。

備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任所在について提案されている（確認事項23）

・年度毎に建築設備及び消防設備検査を実施し安全で快適な環境提供に努

める。

管理計画に沿った適切な建築設備及び消

防機器の点検を実施し、実施完了後は枚

方市に適宣報告を済ませている。必要な修

繕は適宣実施しており、市と相談しなければ

いけない案件についてはその都度相談し、対

応している。数年前に台風による自然災害

を経験したことから、敷地内の植栽や高木の

剪定を行った。

文書の適切な管理・保存の提案がされているか（確認事項20）

・関係法令に基づいた文書の管理・保存を適切な場所で行う。

各種関係法令に基づき、記録管理を行い、

求めに対しては迅速な対応が行えるよう体

制を構築している。利用者個人の資料につ

いては鍵のかかる場所、硝子に保護シートを

貼る等、個人情報の管理に努めている。記

録を記載する際の出し入れ時にも施錠を徹

底している。

適正な人員配置が提案されている（確認事項21）

【施設の管理に関する事項】

関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（確認事項18）

・障害者総合支援法及び枚方市条例に基づいた計画に努める。

管理計画に沿った適切な施設保全に努め

ている。計画外の急を要する故障等について

も、法人本部をはじめ関係機関と連絡を取

り、随時、早急な対応を行っている。

建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利用者への安全、快適な環境が提案されている（確認事項19）

・毎年度毎にアンケートを実施し、接遇向上につなげる。

アンケート結果から推測されるニーズや問題

点などの集計を職員間で情報共有し、終礼

やミーティング等で、今後の対策や解決策を

話し合い、利用向上に努めている。

業務に従事するものが、人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、人権研修について提案されている（確認事項17）

・法人全体で年に１回、役職員・常勤職員を対象とした法人人権研修会を実

施する。

法人全体で年1回、役職員・常勤職員を対

象とした法人人権研修会を実施している。

その他、事業所内での人権について考える

機会の提供や人権に関する書籍購入や勉

強会を行った。又、事業所内に虐待防止・

身体拘束適正化委員会を設置して、虐待

防止・身体拘束適正化に取り組んだ。
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4 3

人権研修会や虐待防止委員会にて日頃

から職員全体に対して周知を行い対策に

努めている。また、多くの外部からの実習生

を受け入れ第３者の目を入れることで、接

遇を考え直す機会を持ち、虐待の未然防

止に努めている。

3 3

法人のホームページから財務状況や事業

所の活動の様子等を見ることができる。また

常時公開できるよう冊子やパンフレットを提

供できる体制を備えている。

3 3

個人情報保護に関する説明を毎年利用

者やその家族に行っていおり、毎年同意書

を受理している。

4 3

各種マニュアルを整備し、毎年新型コロナ

ウィルスの対応など適宜、最新版の各種マ

ニュアルを作成し、職員間は勿論のこと、家

族や関係機関とも情報を共有している。

4 3

災害時緊急連絡用の職員のメーリングリス

トが整備されている等、各事例に応じ緊急

連絡体制が構築され、法人全体で応援要

請ができる体制が構築されている。災害用

備蓄品を購入し、災害時に備えている。

4 3

費用分担の区分に従い、適切な運用がさ

れている。４月の竹・植栽の剪定について

等必要に応じて市と連携、協議が行われて

いる。

構成員間（本支社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え方が明確に示され、かつ考え方に対応した分担内容となっている（確認事項31）

・指定管理指定要項別表２のリスク分担表に基づき運営を行う。ただし、当法人

だけでは対応できない問題に関しては枚方市と協議し対応を検討する。

指定管理基準に則したリスク分配が構築さ

れており、都度適切な対応に努めている。数

年前に台風による自然災害を経験したこと

から、敷地内の植栽や高木の剪定を行っ

た。建築設備点検の不備箇所については、

各業者に依頼し、全ての不備箇所を改善し

た。次年度に向けて、王仁公園第2駐車場

にかかる竹・植栽の台風対策として、2年に1

回程度の計画的剪定を検討し、市と協議し

たが、予算が下りなかった為、法人として対

応している。

【その他】

利用者サービスを維持・向上させる具体的な取組みについて提案されている（確認事項32）

【緊急時における対策に関する事項】

緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている（確認事項29）

・各種マニュアルを整備し、トラブル発生時には迅速で適切な対応がとれるよう、職

員間で連携に努め、都度見直しを行う。

事故や防災等に関するトラブルは勿論のこと

悪天候時や感染症・無断外出時などのマ

ニュアル整備・見直しに努めている。又、利

用者間や通勤帰宅途中等のトラブルに等に

備えて、職員間は勿論のこと、家族や関係

機関とも情報を共有している。新型コロナウ

イルスについては、日々、状況が変化していく

ので、法人全体として、定期的に管理者会

議等を行い、最新の情報に基づいた対応が

できるよう努力した。又、次年度から義務付

けされるBCP（業務継続計画）については

研修受講や情報収集を進め、整備を進め

ている最中である。

緊急事態発生時又は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・方策が提案されている（確認事項30）

・連絡体制を整備し行政・法人間、事業所・家族会等共に必要な連携が図れる

よう準備する。

緊急事例発生時を考え、各関係機関と密

接に連携を図っている。又、法人全体でも

連携が図れるよう、災害時緊急連絡メール

のメーリングリストも都度更新し、災害等への

体制づくりを行っている。上記にもあるが平成

30年度の自然災害を受けて災害用備蓄

（飲料水・缶入りパン）を購入し、毎年

度、消防訓練の際は試食する機会を設けて

いる。上記にもあるが、次年度から義務付け

されるBCP（業務継続計画）については研

修受講や情報収集を進め、整備を進めてい

る最中である。

【情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項】

枚方市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に示されている（確認事項27）

・財務諸表や工賃支給状況等必要な情報は公開を実施し、各種案内情報は

ホームページ及びパンフレットを提供できるよう努める。

工賃情報及び法人及び事業所情報に関す

るパンフレット等は、必要時にいつでも公開・

配布できるよう整備に努めている。法人ホー

ムページ上での活動報告もこまめに更新して

おり、情報公開を積極的に実施している。

個人情報保護法及び関係法令の目的等を踏まえ、個人情報の保護に関する必要な措置について明確に示されている（確認事項28）

・毎年度、契約時必要な案内を行ったうえで書面を取交し適切な情報管理に努

める。

個人情報の利用目的を明確にし、本人及

びご家族に毎年同意を求め、ホームページや

パンフレット等においての画像・動画等の開

示等においては、随時確認をとっている。

又、利用用途に不明の点がある際の対応も

適宣行っている。

・虐待を未然に防止する取り組みとして、職員に対する周知徹底とメンタルサポー

ト体制の築かれた環境構築を目指す。

法人全体での人権研修会やメンタル面の衛

生委員会等を実施している。

例年、事業所でも虐待防止や権利擁護関

係の研修に職員を積極的に派遣し、伝達

研修を行っている。事業所内での人権につ

いて考える機会の提供や人権に関する書籍

購入や勉強会を行った。

令和３年度から継続して虐待防止委員会

を設置しているが、今年度からは虐待防止・

身体拘束適正化委員会とし、虐待防止・

身体拘束適正化に取り組んでいる。

又、自分たちの接遇を考え直す機会として、

積極的に看護学生、大学生（教員・社会

福祉士等）の見学実習を受け入れた。

業務に従事する者及び利用者の手指や備品の消毒、施設の換気等、感染症の拡大防止策が提案されている（確認事項26）

・業務に従事する者及び利用者の手指や備品の消毒、施設の換気等、感染症

の拡大防止策を講じる。万が一の感染者発生の際の対応マニュアルを整備する。
4

新型コロナを受けて、業務に従事する者

（職員）及び利用者の手指や備品の消

毒、事業所の換気等、感染症の拡大防止

策を講じる。感染者については、インフルエン

ザと同様の措置を講じるとともに、感染症対

応マニュアルを整備している。

3

備品の消毒の設置、事業所の喚起は適切

に行われていた。感染症対応マニュアルに

基づき、毎月状況を確認している。

4



4 3

新型コロナ感染症が５類に移行したことに

より、活動がコロナ以前に戻りつつあり、地

域交流や社会貢献活動を積極的に行って

いる。

指定管理者による一次評価　平均点 3.8 3.2

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

事業計画の履行において一部努力が必要だが、概ね適切な管理運営を行っている 二次評価の平均点が２点以上３点未満

事業計画の履行において、抜本的な管理運営の改善が必要 二次評価の平均点が２点未満

評価項目１　業務の履行状況　⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）

に関する事項の評価（所管部署）

所管部署による二次評価　平均点

評価項目１⑴の評価基準

事業計画における提案以上に、良好な管理運営を行っている 二次評価の平均点が４点以上

事業計画に則した適切な管理運営を行っている 二次評価の平均点が３点以上４点未満

・地域交流や社会貢献活動を積極的に押し進め、その役割の中に障害があって

も必要をされる人材の育成を図る。

馬については、枚方市教育委員会からの小

学校プログラムや低額な料金での乗馬体験

等を実施している。外部での市内高校・公

園清掃を行う。又、王仁公園でのアダプトプ

ログラム等で、同じ公園内の関係機関と協

力連携し、地域ボランティアも取り組んでい

る。事業所・公園内・外部と様々な場での

地域交流を行い、人材育成を図ってきてい

る。関係機関と花いっぱい運動を通して高

齢者施設との交流を持てたこと、公園敷地

内で乗馬体験（ワニジョバ）等を行えたこと

は成果である。地元のクラフトビールに関する

プロジェクトを通じてクラフトビール原料ホップ

栽培作業を共同受注・優先調達ワーキング

チームで仕事を受注でき、市内の５事業所

で作業を行うことができ、収穫イベントやラベ

ル貼り作業なども行った。市の広報などや

SNSでも取り上げられた。

施設の利用促進に繋がる広報活動等について具体的な実施計画が提案されている（確認事項33）

・施設の利用促進に繫がる広報活動等として、ホームページでの活動報告の随時

更新、利用者確保の為の利用者開拓計画を立案し、実施する。
4

施設の利用促進に繫がる広報活動等とし

て、ホームページでの活動報告の随時更新

を実施するとともに、利用者確保の為の利

用者開拓計画を立案し、実施した。その結

果、新規利用に繋がったケースがいくつかあ

り、支援学校や地域からの見学実習も増え

た。

3
ホームページでの活動報告等、利用者確

保のための方策に効果があった。

5



⑵　施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）

○

△

×

評価 評価 評価理由

△ ○
収支予算書と比較して収入額が大幅に

減少していない。

△ △
馬事業等多くの就労事業が影響してい

る。

○ ○ 借入はない。

○ ○ 適正に行われている。

B

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

全ての項目が適正（適切）である 全ての項目が○

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である △が1個以上

不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

・口座管理、つり銭等の現金管理は適正に行われているか。 適正（適切）である

評価項目1　業務の履行状況　⑵　施設の管理運営に関する経費の収支状況の評価（所管部署）

評価項目１⑵の評価基準

全ての項目が適正（適切）であり、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

・収支予算書と比較して収入額が大幅に減少していない。／大幅に減少している

場合、その理由が妥当で、今後安定した収入を得られる見込みがあるか。

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である。

・収支予算書と比較して、想定外に多く支出している費目がない。／想定外に多く

支出している費目がある場合、その理由が妥当で、今後、予定外の支出が発生す

るおそれがないか。

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である。

・運用資金の借り入れを行っていない。／借り入れを行っている場合、その理由が妥

当か。
適正（適切）である

適正（適切）である

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

評価ポイントごとの評価基準
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⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

○

△

×

評価 評価 評価理由

○ ○ 適正に行われている。

○ △
法人全体で同一口座を使用しているが、経費および収

入は適正に管理している。

○ ○ 必要な措置が行われている。

○ ○ 遵守している。

○ ○ 記録対応は行ってる。

○ ○ 適正に行われている。

○ ○ 適正に行われている。

○ ○ 加入している

○ ○ 表示している。

○ △
令和5年10月末時点の法人の障害者雇用率が

0.68％であり法定雇用率を満たしていないが、達成に

向けて取り組まれている。

○ ○ 取り組んでいる。

○ ○ 適正に行われている。

○ ○ 適正に行われている。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

B評価項目1　業務の履行状況　⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項の評価（所管部署）

全ての項目が適切に実施されている 全ての項目が○

一部改善が必要であるが、概ね適切に実施されている △が1個以上

不適切な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

・事業報告書、日報・月報等を遅滞なく市に提出するとともに、業務の実施状況が

適切に報告されているか。
適正（適切）に実施している。

・施設や設備等の修繕に関して、実施記録や要修繕箇所の把握が適切に行われ

ており、適宜、市に報告されているか。
適切に報告している。

評価項目１⑶の評価基準

全ての項目が適切に実施されており、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

・指定管理者名と設置者としての市の連絡先を施設内に表示するとともに、利用料

金表等に明記しているか。
適正（適切）に実施している。

・障害者法定雇用率が達成され（又は達成に向けて取り組まれ）ており、募集要

項８ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みが行われているか。
適正（適切）に実施している。

・利用者に対するアンケート等、利用者ニーズの情報収集を適切に行うとともに、そ

の結果を踏まえて改善に取り組んでいるか。
適正（適切）に実施している。

・指定管理者が業務に伴って作成し、又は受領した文書等に関し、文書管理に関

する規定等を定め、適正に管理・保存しているか。
適正（適切）に実施している。

・募集要項７ページに記載している「環境への配慮」が適切に行われているか。 適正（適切）に実施している。

・適切な保険に加入しているか。 加入している。

・個人情報保護法等の関係法令に基づき個人情報保護に関し必要な措置を講じ

ているか。
適正（適切）に実施している。

・労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか。 適正（適切）に実施している。

・職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例に基づき記録等の対

応を行っているか。
適正（適切）に実施している。

所管部署による二次評価

評価理由

・募集要項１ページに記載している再委託禁止に関する事項を順守し、市の承認

手続きが適切に行われているか。
適正（適切）に実施している。

・指定管理業務に伴い発生する経費及び収入を、指定管理者が他の事業等で利

用する口座とは別の口座で管理しているか。
非該当である。

評価ポイントごとの評価基準

適正（適切）に実施している。

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）に実施している。

実施していない、又は不適切な点がある

評価ポイント
指定管理者による一次評価

7



⑷　改善指示等への対応状況

法人全体では、収支は黒字であるが、当センター単体で

は赤字である。就労事業の収益の向上を目指し、今後の

就労事業の拡大等によるさらなる収益改善を図ること。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

A

一部対応が不十分な点又は改善を要する点が見られるが、概ね適切に対応されている

不適切な点があり、直ちに対応又は改善を求める

評価項目1　業務の履行状況　⑷　改善指示等への対応状況の評価（所管部署）

令和５年６月

物価や燃料費高騰や物価高騰等や最低賃金の引

上げ等に対する報酬単価への反映がされていない等

様々な要因があるが、馬事業継続の為の人員体制

維持による人件費が赤字の最大の要因である。

収支改善に向けた取組についてだが、①就労事業の

収益を向上させ、利用者の月額平均工賃を向上さ

せることで、就労継続支援Ｂ型事業における基本報

酬単価の上位の単位を獲得し、障害福祉サービス

等事業収入を増やす。②一般就労移行可能な利

用者は、一般就労できるように支援し、６カ月の職

場定着を実現し、就労移行支援体制加算を獲得

し、障害福祉サービス等事業収入を増やす。③利

用者開拓計画を策定し、１日の利用定員を超過し

ない範囲で、利用定員の確保を目指し、障害福祉

サービス等事業収入を増やす。④今現在、就労継

続支援Ｂ型事業を行う上で、必要以上の人員配

置を行っていることから、適正な人員配置で運営でき

るよう事業内容を見直す。（6月に既に法人内で人

事異動を行い、正職数を減らした。今年度末に正

職員の１名が定年を迎え異動、元々の正職員数

５を次年度に向けて３（－２）に減らす予定であ

ると共に、全体の職員数を17から16に減らす予定で

ある。）

昨今の社会情勢の影響および馬事業の人件費に

より事業所単体では赤字が続く状態ではあるが、就

労事業の収益を可能な限り向上させ、また人員配

置を見直すことにより人件費抑制を図ることにより収

支改善の努力を続けている。

評価項目１⑷の評価基準

全ての内容について適切に対応されており、かつ、特に優れた対応が見られる

全ての内容について適切に対応されている

指示を行った時期 内　容
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

対応状況 評価内容

8



▍２　業務の継続性・安定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○

△

×

評価 評価 評価理由

○ ○ ない。

△ △
法人全体では黒字であるが、事業所単

体では赤字である。

○ ○ ない。

Ｓ

Ａ

Ｂ

Ｃ

B評価項目２　業務の継続性・安定性の評価（所管部署）

継続的・安定的にサービスを提供できる状態である 全ての項目が○

一部改善が必要であるが、概ね継続的・安定的にサービスを提供できる状態である △が1個以上

不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

・施設の収支状況（自主事業の収支を含む）が安定しているか。（赤字の場合

は、その赤字分を継続的・安定的にカバーできる財務状況となっているか。）

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である

・その他、団体の経営に影響する要素はないか。 ありません。

評価項目２の評価基準

継続的・安定的にサービスを提供できる状態であり、かつ、特に優れた点が見られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が見られる

（損益計算書等）

・安定した収益をあげられているか。（赤字となっていないか。）
△

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である
△ 事業所単体では赤字となっている。

（貸借対照表）

・資産・負債の中に大きな前期比増減がない。／ある場合、その理由は妥当か。
△

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である
○ ない。

（監査報告書等）

・事業の存続に関わる異常事項が指摘されていないか。
△

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である
○ 特になし。

（監査報告書等）

・会計手続きが適正に行われていることが確認できたか。
△

一部改善は必要であるが、概ね適正

（適切）である
○ 特になし。

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による一次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・応募の資格に抵触する事項はないか。 ありません。

評価ポイントごとの評価基準

適正（適切）である

一部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である
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▍３　指定管理者による一次評価（総括）　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一次評価コメント

▍４　所管部署による二次評価（総括）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑴　評価項目ごとの評価結果（再掲）

評価結果

⑴ A
⑵ B
⑶ B
⑷ A

B

　⑵　二次評価コメント

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

改善指示等への対応状況

２　業務の継続性・安定性

就労支援事業について、昨年度から引き続き枚方市共同受注・優先調達ワーキングチームの運営等に関わり、クラフトビール原料ホップ栽培作業や収穫イベント等を通じて、利用

者の就労支援の強化に努めたことにより、コロナ禍以前の収益および工賃に戻りつつあることは評価できます。また、地域との関わりとして、事業所の開放を再開し来場者が増加した

点や、各教育機関や近隣施設との交流や馬事業等により利用者の社会参加が促進され、それと同時に地域社会に貢献されている点が評価できます。令和５年度も枚方市の障

害者就労支援の向上および地域社会の活性化の促進を継続して進めてください。　なお、当センターだけの収支では赤字となっていますが、今後の事業見直しおよび人件費削減に

より収益改善を期待します。また、障害者法定雇用率達成および口座の管理の改善をお願いします。今年度も引き続き、さらなる適正な管理運営と利用者支援を望みます。

R5年度前期は新型コロナが５類に移行した結果、受注件数の増加や新規作業案件が増えつつある状況である。

事業所としては、自立支援協議会就労支援部会の枚方市共同受注・優先調達ワーキングチームの運営に積極的に関わり、障害企画課や都市計画課等の優先調達案件（除

草作業）については、市内4～6事業所と共同作業をし、刈草の分別作業では広大な敷地や温室を最大限利用した。民間からの地ビール原料ホップ栽培作業についても市内4事

業所と協力連携し、5～10月に交代制で作業を行ったり、収穫イベントやラベル貼り作業にも参加した。その他にもチラシの効果や繋がりなどもあり、民間企業からのポスティングや除

草作業も新規受注できた。法人の障害者支援施設の館内共有部分の清掃も再開予定でき、コロナ以前の売上・工賃支給に戻りつつある。

京阪ひらかたスポーツみどりグループとのアダプトプログラム（花いっぱい運動）などの地域ボランティアの活動などは継続的に行えた。社会貢献事業のひとつである馬事業については、

低額料金でのプログラムや教育委員会からの小学校プログラムなどを実施した。王仁公園内（大芝生広場）での乗馬体験「ワニジョバ」も定期開催できている。

今後も枚方市立障害者社会就労センターとして、利用者の工賃向上・一般就労といった就労支援は勿論のこと、公園内にある立地条件を活かした地域交流や社会貢献活動に

積極的に継続的に取り組んでいく所存である。又、枚方市の共同受注窓口として、市内事業所の工賃向上の一翼を担うと共に府内の共同受注窓口組織とも連携し、更なる広域

なネットワークを形成していきたい。

評価項目

１　業務の履行状況

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

施設の管理運営に関する経費の収支状況（使用料の収入実績を含む）

◆ 指定管理業務全般に関し自己評価を行い、今後の管理運営事業の対応方法等について記載してください。

◆ 一次評価において改善が必要と判断した項目については、今後の改善方法等について必ず記載してください。
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